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～オール鹿角で連携し、多様な地域課題を解決する商工会～

記 事 一 覧

○補助金活用事例紹介・・・・・・・・・・・１ ○新年祝賀会、地域経済動向調査報告・・・・２

○補助金情報、ハロ―ワークお知らせ・・・・３ ○新規会員紹介、その他おしらせ・・・・・・４

地域の生産者の販路開拓をサポートするECサイト構築

【小規模事業者持続化補助金（一般型）】～soobox～

「ふるさと納税以外でも鹿角の商品を購入したい」という声を受け、地場

の優れた商品や想いの詰まった商品を集め、その魅力を発信するプラット

ホームとなるECサイトを開設しました。新型コロナの影響で非対面によ

る販売促進活動が求められる中、インターネットを通じて生産者の想いや

商品自体の魅力を広くＰＲすることで地域生産者の販路開拓に繋げてまい

ります。【ECサイト アドレス： https://e-soobox.com/ 】

アフターコロナを見据えた販路開拓に努める会員事業所の補助金活用の事例をご紹介します。今年度も前向

きな事業所の取り組みを後押しするさまざまな補助金の申請支援に取り組みました。次年度も継続して公募予

定の補助金や新たに創設される補助金もありますので、申請をご検討の際は商工会までぜひご相談ください。

積極的な販路開拓の取り組みをサポートします！

メンズ美容脱毛で「理容＋美容」の新分野へ進出

【小規模事業者持続化補助金（一般型：創業枠）】～Barber of Belief～

新型コロナの影響で生活の在り方が変化し、身だしなみへの意識が高まっており、若い世代の

お客様より脱毛したいというご相談を受けることが増えてきておりました。そこで、ニーズが

高まっている美容という新分野へ進出し、来店頻度の向上や新規のお客様を獲得するために補

助金を活用して脱毛機器の導入に取り組みました。設備導入後は、常連のお客様の他にSNSか

らもお問い合わせいただくことがあり、徐々に利用される方が増えてきております。理容や脱

毛にご興味のある方はぜひ当店にお越しください。【Instagramアカウント：barber_of_belief】
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かづの商工会報（令和４年度 Vol.4）

～地域経済動向調査（概要）～

今年で２年目となる地域経済動向調査を本年８月に実施し、 １１６社の小規模事業者の皆さまから回答があり、調

査結果がまとまりましたので、調査結果の一部を掲載いたします。

小規模事業者の景況感は、上期実績では不動産業を除くすべての業種で好転が見られ、下期の見通しも全ての業種

で上向き傾向となっています。しかし、売上、営業利益とも回復基調にある中で、懸念されるのが仕入価格の上昇で

す。全ての商品、サービスの価格が上昇しており、回復した売上額以上に仕入や経費の支出が増加している場合もあ

り、価格転嫁等の対応が求められます。

本調査結果は商工会のWebサイトに掲載していますのでぜひご覧ください。 Webサイトがご覧になれない方は商工

会までご連絡いただければ印刷してお渡しします。

業況 売上高 仕入価格 営業利益 業況 売上高 仕入価格 営業利益

1)製造業 0.26 0.21 -0.53 0.26 0.32 0.05 -0.50 0.26

2)卸売業 0.50 0.00 0.00 0.75 0.50 0.25 0.00 1.00

3)小売業 0.36 0.23 -0.34 0.25 0.36 0.28 -0.52 0.39

4)建設業 0.16 0.30 -0.59 0.31 0.14 0.08 -0.68 0.21

5)不動産業 -0.25 -0.50 -0.50 -0.50 0.75 0.75 0.50 0.75

6)ｻｰﾋﾞｽ業 0.32 0.26 -0.36 0.19 0.24 0.20 -0.31 0.24

7)飲食業 0.40 0.43 -0.67 0.50 0.37 0.20 -0.73 0.25

8)宿泊業 0.17 0.17 -0.67 0.17 0.33 -0.50 -0.83 -0.17

9)農林産業 0.00 0.17 -0.50 -0.25 0.17 0.33 -0.50 0.25

10)その他 0.33 0.33 -0.33 0.17 0.33 0.50 -0.50 0.17

平均 0.27 0.26 -0.48 0.27 0.29 0.17 -0.52 0.28

実績 見通し

２０２３年 かづの新年祝賀会の開催

鹿角市、小坂町、かづの商工会の主催による「2023年かづの新年祝賀会」を１月５日に感動鹿角パー
クホテルにて開催しました。柳澤会長の挨拶では、昨年、商工会設立２０周年を迎えることができたこ
とへの感謝、個別企業支援と地域経済活性化の両輪で取り組む成長プランを始動していることが述べら
れました。

今年の干支の卯が「飛躍・成長」の象徴であり、地域経済が上向きに跳ねて回復していくことを期待
し、参加者同士で交流を深めました。
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かづの商工会報（令和４年度 Vol.4）

～小規模事業者持続化補助金のご紹介～

通常枠

特 別 枠

賃金
引上げ枠

卒業枠
後継者
支援枠

創業枠 インボイス枠

インボイス
転換事業者

１００万円 ２５０万円 １００万円

上記以外の
事業者

５０万円 ２００万円 －

補助率 ２／３ ２／３
（賃金引上げ枠のうち赤字事業者の場合３／４）

【令和５年２月２０日（月）申請締切（第１１回）の申請要件】

〇賃金引上げ枠 ⇒  事業場内最低賃金を地域別最低賃金より＋３０円以上とした事業者

〇卒業枠 ⇒  小規模事業者として定義する従業員数を超えて規模を拡大する事業者

〇後継者支援枠 ⇒  アトツギ甲子園のファイナリスト等となった事業者

〇創業枠 ⇒  過去３年以内に「特定創業支援事業」による支援を受け創業した事業者

〇インボイス枠 ⇒  免税事業者のうちインボイス発行登録をした事業者 ※２０２３年２月で終了

小規模事業者等が経営計画を自ら策定し、商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む販路開拓を支援

するものです。令和４年度第２次補正予算より、免税事業者からインボイス発行事業者に転換する場合、一律に

５０万円の補助上限上乗せが行われます。

インボイス特例

公募情報は

こちらから↓

～ ハローワーク内での企業紹介動画等の募集 ～

ハローワーク鹿角では、お仕事を探している方たちが業界や事業

所をイメージできるようなＰＲ動画や画像をハローワーク内で放映

する「人材確保対策コーナー（愛称：ミタス）」を１月より開設し

ました。事業所や仕事をイメージしやすい「10分以内の動画」「画

像」のデータをお持ちください。詳しくは、人材確保対策コーナー

（愛称：ミタス）担当へお気軽にご相談ください。

◎愛称のミタスとは、人材確保に取り組む事業所を動画等を通じ

知ってもらう「見る(ミル)」と、人材不足が顕著な分野の求人が紹

介就職により「充たす(ミタス)」を掛けたものです。

【お問い合わせ先】

ハローワーク鹿角 人材確保対策コーナー（愛称：ミタス）担当

ＴＥＬ：０１８６－２３－２１７３



事業所・代表者名 業種

安保塗装店
代表 安保健作

塗 装 業
（ 尾 去 沢 地 区 ）

クラシックバレエ
～Adagio～

代表 木村美紀

学 習 業
（ 花 輪 地 区 ）

商工会では新規の会員を募集しています。お近くに加

入していない事業所がございましたら、商工会までご連

絡ください。事務局職員がご加入の説明に伺います。

会 員 数 ８６９名 青年部員数 ３２名

商工業者数 １，４８３名 女性部員数 ９５名

（令和５年２月１日現在）
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新規会員のご紹介・会員募集

かづの商工会報（令和４年度 Vol.4）

個人事業主の令和４年分確定申告期限及び納期限について

令和４年分の確定申告の時期が近づいてまいりました。改正点等について留意し、適切な申告を行いましょう。

申告所得税及び復興特別所得税 消費税及び地方消費税

申告期限及び納期限 令和５年３月１５日（水） 申告期限及び納期限 令和５年３月３１日（金）

振替日 令和５年４月２４日（月） 振替日 令和５年４月２７日（木）

【広告募集】

当会会報で御社の情報をＰＲしてみませんか？年４回で

１回１０００部発行しております。掲載料金等の条件に

つきましては商工会までお問合せください。

インボイス制度が令和５年１０月１日よりスタートします

消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書（インボイ

ス）を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」

になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

令和５年度税制改正の大綱が公表され、令和5年3月31日までの登録が困難な方への対応や

小規模事業者で免税事業者からインボイス発行事業者になった場合の納税額の特例措置など

が設けられました。詳しくは「インボイス制度特設サイト」をご覧ください。

インボイス制度

特設サイト

電子帳簿保存について

電子帳簿保存法の改正により、令和４年１月１日より電子取引における電子データの保存

が義務化されております。メールで受信した請求書のPDFデータやWEBサービスで受領した

領収書等は原則電子データのまま保存義務が生じますのでご留意ください。詳しくは「電子

帳簿等保存制度特設サイト」をご覧ください。
電子帳簿等保存制度

特設サイト
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